
 

- 1 - 

 

【資料１】 

                                

「新たな地域医療構想等に関するとりまとめ（案）」の概要 

  

国の「新たな地域医療構想等に関する検討会」において令和６年３月～12月に検討された

内容について、とりまとめを行ったもの。 

 ＜構成＞ 

１ はじめに 

２ 2024年頃の医療をとりまく状況と課題 

３ 現行の地域医療構想の評価と課題 

４ 医療提供体制の現状と目指すべき方向性 

５ 新たな地域医療構想 

６ おわりに 

 

２ 2024年頃の医療をとりまく状況と課題 

  医療需要等…85歳以上の高齢者の救急搬送と在宅医療が増加 

        外来医療、入院医療は減少 

  医療従事者…医療従事者の確保が困難となる中、さらに生産年齢人口が減少 

  地域性  …過疎地域を中心に、高齢者が減少し、医療需要も減少 

        大都市部を中心に、高齢者等の医療需要が増加 

 

３ 現行の地域医療構想の評価と課題 

 ＜評価＞ 

・病床機能報告上の病床数 

    2015年 125.1万床 →2023年 119.2万床 

    2025年の必要病床数である 119.1万床と同程度の水準となっている 

  ・機能別病床数 

    急性期と慢性期が減少し、回復期が増加 

  →全体として地域医療構想の進捗が認められる 

 ＜課題＞ 

  ・病床数の議論が中心で、将来のあるべき医療提供体制の実現に向けた議論がなされにくい 

  ・外来医療、在宅医療等の地域の医療提供体制の議論がなされていない 

  ・病床機能報告制度において、高度急性期と急性期、急性期と回復期の違いが分かりづらい 

  ・機能別の必要病床数（患者単位のデータから設定）と、病棟単位で報告される実際の病床数

の間に差異が生じている 

  ・必要病床数と基準病床数の関係が分かりづらい 

 

４ 医療提供体制の現状と目指すべき方向性 

以下の４点を中心として、限りある医療資源を最適化・効率化しながら、「治す医療」を担う

医療機関と「治し支える医療」を担う医療機関の役割分担を明確化し、地域完結型の医療・介護

提供体制を構築する。 

１）増加する高齢者救急への対応 

・入院早期から必要なリハビリテーションを適切に提供し、早期に自宅等の生活の場に戻

ることができる支援体制の確保 

・医療ＤＸの推進等による在宅医療を提供する医療機関や高齢者施設等と地域の医療機関
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との連携強化 

・かかりつけ医機能の発揮等を通じた、在宅医療を提供する医療機関や高齢者施設等の対

応力強化 

２）増加する在宅医療の需要への対応 

・医療機関や訪問看護ステーション等の連携により、地域での 24時間の提供体制を構築 

・オンライン診療の積極的な活用、介護との連携等を通じて、効率的かつ効果的な提供体 

制を強化 

・外来医療についても、時間外対応等のかかりつけ医機能を発揮して必要な提供体制を確保 

３）医療の質や医療従事者の確保 

  ・地域ごとに医療需要の変化等に対応できる医療従事者を確保 

・一定の症例や医師を集約して、医師の修練や医療従事者の働き方改革を推進しながら、 

急性期医療や救急医療を提供する体制を構築 

４）地域における必要な医療提供の維持 

・過疎地域をはじめ、医療従事者の不足が顕著となっていく中で、拠点となる医療機関か

らの医師の派遣、巡回診療、ＩＣＴの活用等により、生産性の向上を図り、地域で不可

欠な医療機能を維持 

 

５ 新たな地域医療構想 

（１）基本的な考え方 

病床の機能分化･連携 

  ＋ 

地域ごとの医療機関機能（高齢者救急の受入、在宅医療の提供、救急･急性期の医療提供等） 

広域な観点の医療機関機能（医育及び広域診療等の総合的な機能）の確保に向けた取組 
 

Ｒ７ 国においてガイドラインを検討･ 作成 

Ｒ８ 都道府県において、医療機関からの報告データ等を踏まえながら、地域の医療 

提供体制全体の方向性、必要病床数の推計等を検討･策定 

Ｒ９～10 医療機関機能に着目した地域の医療機関の連携・再編・集約化の協議等 

※ 現行の地域医療構想の取組について令和８年度も継続する。新たな地域医療構想に

ついては、令和９年度から順次取組を開始することとし、円滑な移行を図る。 

 

（２）新たな地域医療構想の位置付け 

新たな地域医療構想においては、医療提供体制全体を対象として、地域の医療提供体制

全体の将来のビジョン・方向性、医療機関機能に着目した医療機関の機能分化・連携、病床

の機能分化・連携等に関する事項を定めるものとする。   

これに伴い、新たな地域医療構想は、医療計画の上位概念として位置付け、医療計画は、

地域医療構想の実行計画とする。 

＜新たな地域医療構想の具体的な記載事項＞ 

・地域の医療提供体制全体（入院医療、外来医療・在宅医療、介護との連携、人材確保 

等）の将来のビジョン・方向性 

・構想区域における将来の医療機関機能の確保のあり方 

・構想区域における将来の病床数の必要量 

・地域医療構想の達成に向けた医療機関の機能分化・連携の推進に関する取組 

・地域医療構想の達成に向けた病床の機能分化・連携の推進に関する取組 

・医療機関機能の情報提供の推進 

・病床機能の情報提供の推進     
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（３）医療機関機能・病床機能 

○医療機関機能報告 

新たに、医療機関（病床機能報告の対象となる医療機関）から都道府県に対して、医療機

関機能を報告する仕組みを創設 

   ＜医療機関機能の区分＞ 

 １）高齢者救急・地域急性期機能 

２）在宅医療等連携機能 

３）急性期拠点機能 

４）専門等機能（１～３にあてはまらないが、集中的なリハビリテーション、中長期にわ 

たる入院医療機能、有床診療所の担う地域に根ざした診療機能、一部の診療科に特化 

し地域ニーズに応じた診療を行うもの） 

 ５）医育及び広域診療機能（大学病院本院が担うことを想定） 

○病床機能 

・機能区分ごとの必要病床数の推計及び病床機能報告は、引き続き維持する 

・病床の機能区分については、高齢者救急等の受け皿として急性期と回復期の機能をあわせ 

もつことが重要となること等を踏まえ、「回復期機能」を見直し 

現 行：高度急性期、急性期、回復期、慢性期 

新構想：高度急性期、急性期、包括期、慢性期 

○構想区域 

・構想区域の設定に当たっては、引き続き二次医療圏を基本としつつ、医療提供体制上の課 

題がある場合には、必要に応じて構想区域を見直す（二次医療圏の見直しに時間を要する 

場合は、先行して構想区域の合併･分割等を行うことも想定） 

・広域な観点での区域を、都道府県単位（必要に応じて三次医療圏）で設定 

・在宅医療等に関するより狭い区域を、市町村単位や保健所圏域等で設定 

○調整会議 

・議題に応じて、医療関係者、介護関係者、保険者、都道府県、市町村等の必要な関係者が 

参画 

○地域医療介護総合確保基金 

・令和９年度から、病床の機能分化･連携の支援に加え、医療機関機能に着目した医療機関 

の連携・再編・集約化に向けた施設･設備整備の支援を追加 

○基準病床数と必要病床数の整合性の確保等 

 ・将来の必要病床数の推計については、受療率の変化等を踏まえ、定期的に（将来推計人口 

の公表ごと等）見直しを行う。推計方法については今後検討 

・医療計画の基準病床数について、必要病床数も勘案した算定を検討 

・必要病床数を超えて増床等を行おうとする場合には、都道府県は、地域医療構想調整会議 

において増床等の必要性が認められた場合に限り、基準病床数の範囲内で増床等の許可 

を行うことができることとする。 

○新たな地域医療構想における精神医療の位置付け 

・新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける。 

・具体的な内容は、今後、必要な関係者で議論する必要がある。 
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【参考】第 13回検討会（R6.12.3開催）において委員に提示されたスライド 


